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報第３号

令和３年度香芝市一般会計繰越明許費繰越計算書の報告について

令和３年度香芝市一般会計予算の繰越明許費は、次のとおり翌年度に繰り越

したので、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１４６条第２項の

規定により報告する。

令和４年６月６日報告

香芝市長 福 岡 憲 宏



（単位：円）

既 収 入
特定財源 国県支出金 地 方 債 そ の 他

-
2

-

1,250,000 2,500,000 2,500,000 － 1,250,000 － －3
児 童 福 祉
施 設 費

保 育 所 保 育 環 境 改 善 事 業
（ 国 の 補 正 予 算 （ 第 一 号 ） 分 ）

2 児 童 措 置 費
民 間 保 育 所 等 保 育 環 境 改 善 事 業
（ 国 の 補 正 予 算 （ 第 一 号 ） 分 ）

－
民 間 保 育 所 等 処 遇 改 善 事 業
（ 国 の 補 正 予 算 （ 第 一 号 ） 分 ）

28,400,000 28,400,000 － 28,400,000 

3 民 生 費 1
社 会
福 祉 費

9
総 合 福 祉
セ ン タ ー 費

総 合 福 祉 セ ン タ ー 管 理 運 営 事 業
（ 国 の 補 正 予 算 （ 第 一 号 ） 分 ）

400,000 
児 童 福 祉
総 務 費

地 域 子 育 て 支 援 拠 点 事 業
（ 国 の 補 正 予 算 （ 第 一 号 ） 分 ）

1,200,000 1,200,000 － 800,000 2
児 童
福 祉 費

1

8,387,000 19,000,000 19,000,000 750,000 9,863,000 

戸 籍 住 民
基 本 台 帳 費

住 民 基 本 台 帳 事 務
（ 国 の 補 正 予 算 （ 第 一 号 ） 分 ）

4,570,000 4,570,000 － 4,570,000 3
戸 籍 住 民
基本台帳費

1

交 通 安 全
対 策 費

自 転 車 等 駐 車 場 管 理 事 業 1,359,000 

260,000 

9

地 域 公 共 交 通 事 業 19,760,000 19,760,000 2,000,000 －

1,200,000 － 159,000 1,359,000 －

－

－ － －

208,400,000 － 23,200,000 財 産 管 理 費 公 有 財 産 維 持 管 理 事 業 231,600,000 231,600,000 － －2 総 務 費 1
総 務
管 理 費

4

17,500,000 

－

令和３年度香芝市一般会計繰越明許費繰越計算書

款 項 目 事 業 名 金 額
翌 年 度
繰 越 額

左 の 財 源 内 訳
未 収 入 特 定 財 源

一 般 財 源

－ －

－ －

－ －

3,650,000 8,100,000 8,100,000 － 4,450,000 － －

9
子育て世帯等
臨時特別支援
事 業 費

－ 4,215,000 － － －
保 育 所 処 遇 改 善 事 業
（ 国 の 補 正 予 算 （ 第 一 号 ） 分 ）

4,215,000 4,215,000 

－ 82,864,000 
子 育 て 世 帯 等 臨 時 特 別 支 援 事 業
（ 国 の 補 正 予 算 （ 第 一 号 ） 分 ）

183,631,000 183,011,000 － 100,147,000 －



（単位：円）

既 収 入
特定財源 国県支出金 地 方 債 そ の 他

-
3

-

20,333,000 

6 街 路 事 業 費
街 路 整 備 事 業
（ 国 の 補 正 予 算 （ 第 一 号 ） 分 ）

224,000,000 

30,000,000 

2,500,000 

バ リ ア フ リ ー 推 進 事 業4
都 市
計 画 費

2
都 市 計 画
対 策 費

25,000 

5,000,000 － 2,500,000 － －6 土 木 費 2
道 路
橋 梁 費

2 道 路 維 持 費
交 通 安 全 施 設 整 備 事 業
（ 国 の 補 正 予 算 （ 第 一 号 ） 分 ）

－農業委員会費
農業委員会による情報収集等業務効率化
支 援 事 業
（ 国 の 補 正 予 算 （ 第 一 号 ） 分 ）

160,000 160,000 － 160,000 

5 農 地 費
た め 池 防 災 対 策 調 査 計 画 事 業
（ 国 の 補 正 予 算 （ 第 一 号 ） 分 ）

－ －

109,800,000 104,722,000 － 104,722,000 － －

3
生 活
保 護 費

1
生 活 保 護
総 務 費

住民税非課税世帯等臨時特別給付金事業
（ 国 の 補 正 予 算 （ 第 一 号 ） 分 ）

5 農林商工費 1 農 業 費 1

自 立 支 援 促 進 事 業
（ 国 の 補 正 予 算 （ 第 一 号 ） 分 ）

5,133,000 20,333,000 － － 15,200,000 －

13,500,000 － －

5,975,000 49,700,000 －

30,000,000 － 16,500,000 

111,000,000 55,300,000 3
道 路 新 設
改 良 費

道 路 新 設 改 良 事 業 111,000,000 

橋 梁 長 寿 命 化 修 繕 事 業
（ 国 の 補 正 予 算 （ 第 一 号 ） 分 ）

－295,615,000 － 295,615,000 － －

－

道 路 維 持 管 理 補 修 事 業
（ 国 の 補 正 予 算 （ 第 一 号 ） 分 ）

20,000,000 20,000,000 － 10,000,000 10,000,000 － －

518,000,000 

27,647,000 30,700,000 27,647,000 － － －

－

5,000,000 

款 項 目 事 業 名 金 額
翌 年 度
繰 越 額

左 の 財 源 内 訳
未 収 入 特 定 財 源

一 般 財 源

3,075,000 8
ス ポ ー ツ
公 園 費

25,000 39,700,000 37,700,000 －

224,000,000 

ス ポ ー ツ 公 園 整 備 事 業
（ 国 の 補 正 予 算 （ 第 一 号 ） 分 ）

99,600,000 80,500,000 

48,000 109,565,000 106,300,000 － 8,087,000 



（単位：円）

既 収 入
特定財源 国県支出金 地 方 債 そ の 他

-
4

-

合 計 2,848,000 901,143,000 550,400,000 － 173,606,000 1,878,233,000 1,627,997,000 

－ － 2,000,000 

幼 稚 園 ・ 認 定 こ ど も 園 処 遇 改 善 事 業
（ 国 の 補 正 予 算 （ 第 一 号 ） 分 ）

3,765,000 3,765,000 － 3,744,000 － － 21,000 

4 幼 稚 園 費 1 幼稚園管理費
幼稚園・認定こども園保育環境改善事業
（ 国 の 補 正 予 算 （ 第 一 号 ） 分 ）

4,000,000 4,000,000 － 2,000,000 

－ －27,100,000 27,100,000 24,300,000 － 2,800,000 

学 校 ト イ レ 整 備 事 業
（ 国 の 補 正 予 算 （ 第 一 号 ） 分 ）

100,000,000 100,000,000 － 33,333,000 66,600,000 － 67,000 

学 校 施 設 整 備 事 業

－ 3,600,000 － － 3,600,000 3 中 学 校 費 1 学 校 管 理 費
学校等における感染症対策等支援事業
（ 国 の 補 正 予 算 （ 第 一 号 ） 分 ）

7,200,000 7,200,000 

学 童 保 育 所 処 遇 改 善 事 業
（ 国 の 補 正 予 算 （ 第 一 号 ） 分 ）

8,970,000 8,970,000 － 8,970,000 － － －

3 学 童 保 育 費
学 童 保 育 所 保 育 環 境 改 善 事 業
（ 国 の 補 正 予 算 （ 第 一 号 ） 分 ）

35,300,000 35,300,000 － 23,532,000 － － 11,768,000 

－ 6,975,000 － － 6,975,000 

－ － 1,435,000 7 消 防 費 1

8 教 育 費 2 小 学 校 費 1 学 校 管 理 費
学校等における感染症対策等支援事業
（ 国 の 補 正 予 算 （ 第 一 号 ） 分 ）

13,950,000 13,950,000 

消 防 費 3 災 害 対 策 費
宅 地 耐 震 化 推 進 事 業
（ 国 の 補 正 予 算 （ 第 一 号 ） 分 ）

款 項 目 事 業 名 金 額

5,020,000 5,020,000 － 3,585,000 

翌 年 度
繰 越 額

左 の 財 源 内 訳
未 収 入 特 定 財 源

一 般 財 源
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報第４号

令和３年度香芝市水道事業会計予算繰越計算書の報告について

令和３年度香芝市水道事業会計予算は、地方公営企業法（昭和２７年法律第

２９２号）第２６条第１項の規定により、次のとおり翌年度に繰り越したので、

同条第３項の規定により報告する。

令和４年６月６日報告

香芝市長 福 岡 憲 宏



翌年度繰越

額に係る繰
支払義務 翌 年 度 越を要する

発 生 額 繰 越 額 たな卸資産

の購入限度

額

1. 1. 円 円 円 円 円 円

資 本 的 建設改良費 瓦口１０－１８号線 25,000,000 0 25,000,000 0 0

支 出 他 配 水 管
布 設 替 工 事

-
6
-

 

下水道工事の現場引渡し
が遅れたことにより水道
工事分の令和３年度竣工
が不可能となったため

25,000,000

款 項 事業名 予算計上額

令和３年度香芝市水道事業会計予算繰越計算書

地方公営企業法第26条第1項の規定による建設改良費の繰越額

左の財源内訳

不用額 説明

損益勘定
留保資金
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報第５号

令和３年度香芝市下水道事業会計予算繰越計算書の報告について

令和３年度香芝市下水道事業会計予算は、地方公営企業法（昭和２７年法律

第２９２号）第２６条第１項の規定により、次のとおり翌年度に繰り越したの

で、同条第３項の規定により報告する。

令和４年６月６日報告

香芝市長 福 岡 憲 宏



翌年度繰越

額に係る繰

支払義務 翌 年 度 越を要する

発 生 額 繰 越 額 当 年 度 たな卸資産

損益勘定 の購入限度

留保資金 額

1. 1. 円 円 円 円 円 円 円 円 円

資本的 建設改良費 104,000,000 0 104,000,000 42,000,000 62,000,000 0 0 0 0

支 出

-
8
-

1. 1. 円 円 円 円 円 円 円

資本的 建設改良費 225,000,000 0 225,000,000 88,285,000 126,100,000 10,570,000 45,000 0 0

支 出

下水道ス
トックマネ
ジメント支
援制度及
び下水道
総合地震
対策事業

未普及対
策下水道
事業

国庫補助事
業の事業採
択が年度末
に行われ、
当該年度内
に執行する
ことができ
ないため

関係機関と
の協議に不
測の日数を
要したため

令和３年度香芝市下水道事業会計予算繰越計算書

地方公営企業法第26条第1項の規定による建設改良費の繰越額

款 項 事業名 予算計上額 不用額 説明

国庫補助金

左の財源内訳

負担金企業債
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報第６号

権利の放棄の専決処分の報告について

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定により、権

利の放棄について、次のとおり専決処分したので、同条第２項の規定により報

告する。

令和４年６月６日報告

香芝市長 福 岡 憲 宏
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専 決 処 分 書

香芝市債権管理規則（平成１９年規則第２１号）及び香芝市上下水道事業債

権管理規程（平成１９年水道事業管理規程第８号）の規定に基づき、権利を放

棄したことについて、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１

項の規定により、次のとおり専決処分する。

令和４年３月３１日

香芝市長 福 岡 憲 宏

１ 権 利 の 内 容 香芝市債権管理規則第２条第３号に規定する債権

２ 債務者及び金額 別紙のとおり

３ 放 棄 の 理 由 不納欠損処理を行うため

４ 放 棄 の 日 令和４年３月３１日
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報第７号

損害賠償の額の決定及び和解の専決処分の報告について

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定により、道

路の管理の瑕疵に起因して発生した事故の損害賠償の額の決定及び和解につい

て、次のとおり専決処分したので、同条第２項の規定により報告する。

令和４年６月６日報告

香芝市長 福 岡 憲 宏
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専 決 処 分 書

道路の管理の瑕疵に起因して発生した事故の損害賠償の額の決定及び和解に

ついて、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定によ

り、次のとおり専決処分する。

令和４年４月１９日

香芝市長 福 岡 憲 宏

１ 相手方

住所

氏名

２ 事故の概要

令和３年１０月２６日午後０時３０分ごろ、尼寺二丁目３４５番１先の市

道１－５２号線の歩道を相手車が横断したところ、アスファルトの剥離に伴

い舗装部分に生じた段差に相手車底部が接触し破損したものである。

３ 和解条項

(1) 香芝市は、相手方に対し、本件事故に対する損害賠償として１９２，８

００円の支払義務があることを認め、これを支払う。

(2) 香芝市及び相手方は、互いに本和解条項に定めるもののほか、本件請求

原因事項に関し、何ら債権、債務を有しないことを確認する。

４ 所管課

都市創造部公園道路管理課
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報第８号

損害賠償の額の決定及び和解の専決処分の報告について

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定により、公

園の管理の瑕疵に起因して発生した事故の損害賠償の額の決定及び和解につい

て、次のとおり専決処分したので、同条第２項の規定により報告する。

令和４年６月６日報告

香芝市長 福 岡 憲 宏
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専 決 処 分 書

公園の管理の瑕疵に起因して発生した事故の損害賠償の額の決定及び和解に

ついて、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定によ

り、次のとおり専決処分する。

令和４年５月１０日

香芝市長 福 岡 憲 宏

１ 相手方

住所

氏名 （保護者 ）

２ 事故の概要

令和４年１月２４日午後０時３０分ごろ、勘平山児童公園の平板ブロック

敷きの広場の砂場南側を相手方が走っていた際、平板ブロックの隆起部分に

足をとられ転倒し、額を負傷したものである。

３ 和解条項

(1) 香芝市は、相手方に対し、本件事故に対する損害賠償として８，０１９

円の支払義務があることを認め、これを支払う。

(2) 香芝市及び相手方は、互いに本和解条項に定めるもののほか、本件請求

原因事項に関し、何ら債権、債務を有しないことを確認する。

４ 所管課

都市創造部公園道路管理課
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議第３２号

香芝市議会議員及び香芝市長の選挙における選挙運動の公費負担

に関する条例の一部を改正することについて

香芝市議会議員及び香芝市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条

例の一部を次のとおり改正する。

令和４年６月６日提出

香芝市長 福 岡 憲 宏



- 16 -

香芝市議会議員及び香芝市長の選挙における選挙運動の公費負担に関す

る条例の一部を改正する条例

香芝市議会議員及び香芝市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条

例（平成７年条例第１１号）の一部を次のように改正する。

第４条第２号ア中「１５，８００円」を「１６，１００円」に改め、同号イ

中「７，５６０円」を「７，７００円」に改める。

第６条及び第８条中「７円５１銭」を「７円７３銭」に改める。

第１１条中「５２５円６銭」を「５４１円３１銭」に、「３１０，５００円

」を「３１６，２５０円」に改める。

附 則

（施行期日）

１ この条例は、公布の日から施行する。

（経過措置）

２ この条例による改正後の香芝市議会議員及び香芝市長の選挙における選挙

運動の公費負担に関する条例の規定は、この条例の施行の日（以下「施行日

」という。）以後その期日を告示される選挙について適用し、施行日の前日

までにその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。
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議第３３号

香芝市税条例等の一部を改正することについて

香芝市税条例等の一部を次のとおり改正する。

令和４年６月６日提出

香芝市長 福 岡 憲 宏



- 18 -

香芝市税条例等の一部を改正する条例

（香芝市税条例の一部改正）

第１条 香芝市税条例（昭和３２年条例第２号）の一部を次のように改正する。

第１８条の４中「交付」の次に「（法第３８２条の４に規定する当該証明

書に住所に代わる事項の記載をしたものの交付を含む。）」を加える。

第３３条第４項を次のように改める。

４ 前項の規定は、前年分の所得税に係る第３６条の３第１項に規定する確

定申告書に特定配当等に係る所得の明細に関する事項その他施行規則に定

める事項の記載があるときは、当該特定配当等に係る所得の金額について

は、適用しない。

第３３条第６項を次のように改める。

６ 前項の規定は、前年分の所得税に係る第３６条の３第１項に規定する確

定申告書に特定株式等譲渡所得金額に係る所得の明細に関する事項その他

施行規則に定める事項の記載があるときは、当該特定株式等譲渡所得金額

に係る所得の金額については、適用しない。

第３４条の９第１項中「特定配当等申告書」及び「特定株式等譲渡所得金

額申告書」を「確定申告書」に改め、同条第２項中「申告書に係る年度分の

個人の県民税」を「確定申告書に係る年の末日の属する年度の翌年度分の個

人の県民税」に改める。

第３６条の２第１項ただし書中「所得税法第２条第１項第３３号の４に規

定する源泉控除対象配偶者」を「所得割の納税義務者（前年の合計所得金額

が９００万円以下であるものに限る。）の法第３１４条の２第１項第１０号

の２に規定する自己と生計を一にする配偶者（前年の合計所得金額が９５万

円以下であるものに限る。）で控除対象配偶者に該当しないもの」に改め、

同条第２項中「第２条第４項ただし書」を「第２条第３項ただし書」に改め

る。

第３６条の３第２項中「附記された事項」を「付記された事項」に改め、

同条第３項中「附記し」を「付記し」に改める。

第３６条の３の２の見出し中「扶養親族申告書」を「扶養親族等申告書」

に改め、同条第１項中第３号を第４号とし、第２号を第３号とし、第１号の

次に次の１号を加える。

(2) 所得割の納税義務者（合計所得金額が１，０００万円以下であるもの

に限る。）の自己と生計を一にする配偶者（法第３１３条第３項に規定

する青色事業専従者に該当するもので同項に規定する給与の支払を受け

るもの及び同条第４項に規定する事業専従者に該当するものを除き、合
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計所得金額が１３３万円以下であるものに限る。次条第１項において同

じ。）の氏名

第３６条の３の３の見出し中「扶養親族申告書」を「扶養親族等申告書」

に改め、同条第１項中「あって、」の次に「特定配偶者（所得割の納税義務

者（合計所得金額が９００万円以下であるものに限る。）の自己と生計を一

にする配偶者（退職手当等（第５３条の２に規定する退職手当等に限る。以

下この項において同じ。）に係る所得を有する者であって、合計所得金額が

９５万円以下であるものに限る。）をいう。第２号において同じ。）又は」

を、「控除対象扶養親族」の次に「であって退職手当等に係る所得を有しな

い者」を加え、同項中第３号を第４号とし、第２号を第３号とし、第１号の

次に次の１号を加える。

(2) 特定配偶者の氏名

第５３条の７中「第２条第４項ただし書」を「第２条第３項ただし書」に

改める。

附則第５条の３の２第１項中「令和１５年度」を「令和２０年度」に、「

令和３年」を「令和７年」に改める。

附則第１４条の３第２項を次のように改める。

２ 前項の規定のうち、租税特別措置法第８条の４第２項に規定する特定上

場株式等の配当等（以下この項において「特定上場株式等の配当等」とい

う。）に係る配当所得に係る部分は、市民税の所得割の納税義務者が前年

分の所得税について特定上場株式等の配当等に係る配当所得につき同条第

１項の規定の適用を受けた場合に限り適用する。

附則第１５条の２第３項中「、第３７条の８又は第３７条の９」を「又は

第３７条の８」に改める。

附則第１８条の２第４項を次のように改める。

４ 前項後段の規定は、特例適用配当等に係る所得が生じた年分の所得税に

係る第３６条の３第１項に規定する確定申告書に前項後段の規定の適用を

受けようとする旨の記載があるときに限り、適用する。

附則第１８条の３第４項を次のように改める。

４ 前項後段の規定は、条約適用配当等に係る所得が生じた年分の所得税に

係る第３６条の３第１項に規定する確定申告書に前項後段の規定の適用を

受けようとする旨の記載があるときに限り、適用する。

附則第１８条の３第６項中「年の翌年の４月１日の属する年度分の」を「

年分の所得税に係る」に、「条約適用配当等申告書にこの項」を「確定申告

書にこの項」に改め、「（条約適用配当等申告書にこれらの記載がないこと
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についてやむを得ない理由があると市長が認めるときを含む。）」を削る。

附則第２３条を削る。

（香芝市税条例の一部を改正する条例の一部改正）

第２条 香芝市税条例の一部を改正する条例（令和３年条例第１６号）の一部

を次のように改正する。

第３６条の３の３第１項の改正規定中「控除対象扶養親族を除く」を「年

齢１６歳未満の者」を「扶養親族（」の次に「年齢１６歳未満の者又は」を

加え、「有しない者を除く」を「有する者」に改める。

附則第２条第２項中「の規定中個人の市民税に関する部分」を「第２４条

第２項及び第３６条の３の３第１項並びに附則第３条の３第１項の規定」に

改める。

附 則

（施行期日）

第１条 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から

施行する。

(1) 第１条中香芝市税条例第３６条の３の２の見出し及び同条第１項並びに

第３６条の３の３の見出し及び同条第１項の改正規定並びに同条例附則第

５条の３の２第１項及び第１５条の２第３項の改正規定並びに同条例附則

第２３条を削る改正規定並びに第２条（次号に掲げる改正規定を除く。）

の規定並びに附則第３条第１項及び第２項の規定 令和５年１月１日

(2) 第１条中香芝市税条例第３３条第４項及び第６項、第３４条の９第１項

及び第２項、第３６条の２第１項ただし書及び第２項、第３６条の３第２

項及び第３項並びに第５３条の７の改正規定並びに同条例附則第１４条の

３第２項、第１８条の２第４項並びに第１８条の３第４項及び第６項の改

正規定並びに第２条（香芝市税条例の一部を改正する条例（令和３年条例

第１６号）附則第２条第２項の改正規定に限る。）の規定並びに附則第３

条第３項の規定 令和６年１月１日

(3) 第１条中香芝市税条例第１８条の４の改正規定及び次条の規定 令和６

年４月１日

（納税証明書に関する経過措置）

第２条 前条第３号に掲げる規定による改正後の香芝市税条例第１８条の４（

地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第３８２条の４に係る部分に限る。

）の規定は、同号に掲げる規定の施行の日以後にされる同法第２０条の１０

の規定による証明書の交付について適用する。

（市民税に関する経過措置）
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第３条 第１条の規定による改正後の香芝市税条例（次項において「新条例」

という。）第３６条の３の２第１項の規定は、附則第１条第１号に掲げる規

定の施行の日（以下この項及び次項において「１号施行日」という。）以後

に支払を受けるべき第３６条の３の２第１項に規定する給与について提出す

る同項及び同条第２項に規定する申告書について適用し、１号施行日前に支

払を受けるべき第１条の規定による改正前の香芝市税条例（次項において「

旧条例」という。）第３６条の３の２第１項に規定する給与について提出し

た同項及び同条第２項に規定する申告書については、なお従前の例による。

２ 新条例第３６条の３の３第１項の規定は、１号施行日以後に支払を受ける

べき所得税法（昭和４０年法律第３３号）第２０３条の６第１項に規定する

公的年金等（同法第２０３条の７の規定の適用を受けるものを除く。以下こ

の項において「公的年金等」という。）について提出する新条例第３６条の

３の３第１項に規定する申告書について適用し、１号施行日前に支払を受け

るべき公的年金等について提出した旧条例第３６条の３の３第１項に規定す

る申告書については、なお従前の例による。

３ 附則第１条第２号に掲げる規定による改正後の香芝市税条例の規定中個人

の市民税に関する部分は、令和６年度以後の年度分の個人の市民税について

適用し、令和５年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。
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議第３４号

香芝市介護保険条例の一部を改正することについて

香芝市介護保険条例の一部を次のとおり改正する。

令和４年６月６日提出

香芝市長 福 岡 憲 宏
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香芝市介護保険条例の一部を改正する条例

香芝市介護保険条例（平成１２年条例第８号）の一部を次のように改正する。

第１１条第１項第５号中「法」を「介護保険法（平成９年法律第１２３号。

以下「法」という。）」に改め、同項に次の１号を加える。

(6) 国が補助を行う対象となる保険料減免の基準に該当すること。

第１１条第２項中「普通徴収の方法により保険料を徴収されている者につい

ては納期限の７日前までに、特別徴収の方法により保険料を徴収されている者

については特別徴収対象年金給付の支払に係る月の２月前の１５日」を「市長

が定める申請期限」に改める。

第１４条中「介護保険法（平成９年法律第１２３号。以下「法」という。）

」を「法」に改める。

附則第９条を削り、附則第１０条を附則第９条とする。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。
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議第３５号

香芝市コミュニティバスの運行に関する条例の一部を改正する

ことについて

香芝市コミュニティバスの運行に関する条例の一部を次のとおり改正する。

令和４年６月６日提出

香芝市長 福 岡 憲 宏
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香芝市コミュニティバスの運行に関する条例の一部を改正する条例

香芝市コミュニティバスの運行に関する条例（平成２８年条例第２２号）の

一部を次のように改正する。

別表を次のように改める。

別表（第５条関係）

使用料
区分

１乗車につき １日乗車券

中学生以上 １００円 ２００円

小学生 ５０円 １００円

小学生未満 無料 無料

附 則

この条例は、令和５年１月５日から施行する。
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議第３６号

令和４年度香芝市一般会計補正予算（第１号）について

令和４年度香芝市一般会計補正予算（第１号）について、別紙のとおり議決

を求める。

令和４年６月６日提出

香芝市長 福 岡 憲 宏
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議第３７号

令和４年度香芝市一般会計補正予算（第２号）について

令和４年度香芝市一般会計補正予算（第２号）について、別紙のとおり議決

を求める。

令和４年６月６日提出

香芝市長 福 岡 憲 宏
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議第３８号

令和４年度香芝市水道事業会計補正予算（第１号）について

令和４年度香芝市水道事業会計補正予算（第１号）について、別紙のとおり

議決を求める。

令和４年６月６日提出

香芝市長 福 岡 憲 宏
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議第３９号

令和４年度香芝市下水道事業会計補正予算（第１号）について

令和４年度香芝市下水道事業会計補正予算（第１号）について、別紙のとお

り議決を求める。

令和４年６月６日提出

香芝市長 福 岡 憲 宏


